
■
資 料

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
裁
判
官
規
則
に
つ
い
て

│
│
裁
判
官
規
則
の
印
刷
│
│

坂

田

仁

は
じ
め
に

一

エ
リ
ク
ス
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス

二

ヨ
ー
ハ
ン
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス

三

裁
判
の
無
秩
序

四

裁
判
所
の
無
秩
序
の
著
者
に
つ
い
て

五

裁
判
の
無
秩
序
と
裁
判
官
規
則
と
の
関
わ
り

結

語

本
稿
で
使
用
す
る
略
語
は
左
記
の
通
り
。

E
S

E
ric

u
s
B
e
n
e
dicti

S
c
h
ro

d
er
u
s

J
S

Jo
h
a
n
S
k
ytte,

Jo
h
a
n
B
e
n
gtsso

n
S
c
h
ro

d
er
u
s

K
r
L
L

K
ristofers

la
n
dsla

g

（
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
農
村
法
典
）

M
E
L
L

M
a
g
n
u
s
E
rik

sso
n
s
la
n
dsla

g

（
マ
グ
ヌ
ス
・
エ
リ
ク

ソ
ン
農
村
法
典
）

M
E
St
L

M
a
g
n
u
s
E
rik

sso
n
s
sta

dsla
g

（
マ
グ
ヌ
ス
・
エ
リ

ク
ソ
ン
都
市
法
典
）
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は
じ
め
に

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
法
典
に
付
さ
れ
て
い
る
裁
判
官
規
則
（
以
下

規
則
と
略
す
。）
に
つ
い
て
筆
者
は
翻
訳
と
紹
介
と
を
試
み
て
い
る
。

そ
の
紹
介
の
中
で
触
れ
た
裁
判
官
規
則
の
印
刷
者
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス

に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
を
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
裁
判
官
規
則
㈢
と
し

て
、
本
稿
で
は
述
べ
る
。

一

エ
リ
ク
ス
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス

規
則
が
初
め
て
印
刷
さ
れ
た
の
は
一
六
一
六
年
の
こ
と
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
印
刷
し
た
の
は
、
エ
リ
ク
ス
・
シ
ュ
ロ
デ
ー

ル
ス
（

E
S）
で
、
筆
者
が
前
稿
注（
10
）に
記
載
し
た
シ
ュ
ッ
テ

（

J
S）
の
実
兄
で
あ
る
。
と
も
に
ニ
ュ
ー
チ
ェ
ピ
ン
の
市
参
事
で

あ
っ
た
ス
ク
レ
ッ
ダ
レ
を
父
と
し
、
ア
ン
デ
シ
ュ
ド
ッ
テ
ル
を
母
と

し
て
い
る
。

E
Sの
没
年
は
一
六
四
七
年
で
あ
る
が
、
生
年
は
一
五
七
五
年
頃

と
さ
れ
て
い
て
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
父
母
は
上
記
の
通
り
で
、
一

五
九
八
年
に
ド
イ
ツ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
入
学
し
、
一
五
九
九

年
に
マ
ギ
ス
テ
ル
の
学
位
を
得
て
帰
国
し
、
一
六
〇
四
年
に
郷
里
ニ

ュ
ー
チ
ェ
ピ
ン
で
学
校
長
（sk

ol
m
a
¨
stare

）
に
な
っ
て
い
る
。
一

六
〇
八
年
に
公
爵
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
教
師
と
な
り
、
一
六
一

二
年
王
室
印
刷
所
の
校
正
担
当
者
に
就
任
し
て
い
る
。
一
六
二
二
年

五
月
に
王
室
翻
訳
者
に
就
任
、
一
六
三
〇
年
三
月
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
市
内
に
印
刷
所
を
設
立
、
印
刷
活
動
を
行
い
、
一
六
四
五
年
ま
で

に
郷
里
ニ
ュ
ー
チ
ェ
ピ
ン
に
戻
り
、
当
地
で
死
去
し
た
。

E
Sは
市
参
事
の
子
と
し
て
国
王
の
好
意
を
受
け
て
成
長
し
、
同

時
に
弟
の
地
位
か
ら
も
利
を
得
て
い
た
と
さ
れ
る
。

E
Sに
は
三
人

の
女
性
と
の
婚
姻
歴
が
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
は
数
学
を
学

ん
で
い
る
。
国
王
の
印
刷
物
の
校
正
者
と
し
て
の
職
務
に
は
必
要
文

献
の
翻
訳
が
付
加
さ
れ
て
お
り
、
主
と
し
て
聖
書
に
関
わ
る
図
書
が

対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
以
外
は
不
明
確
と
い
う
。
同
時
に
、
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
城
の
書
記
（slottsse

k
reterare

）
で
も
あ
っ
た
。

印
刷
者
と
し
て
関
わ
っ
た
書
物
の
量
は
国
内
屈
指
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ル
タ
ー
に
関
す
る
著
作
を
多
数
手
が
け
た
こ
と
を
自
ら
語
っ
て
い
る

と
い
う
。

E
Sの
出
版
活
動
の
目
的
は
、
ヨ
ー
タ
王
室
の
初
期
の
大

国
主
義
の
理
念
及
び
教
育
的
理
念
に
あ
っ
た
。

E
Sは
ド
イ
ツ
と
比

較
し
て
遅
れ
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
状
況
の
改
善
に
力
を
入
れ
、

翻
訳
に
際
し
て
政
治
・
宗
教
的
動
機
が
大
き
か
っ
た
。
ま
た
、
グ
ス

タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
の
た
め
の
学
習
計
画
の
中
で
弟
の
表
明
し
た
君
主

と
臣
下
の
関
係
に
関
す
る
思
想
に
も
関
心
を
払
っ
て
い
た
。
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こ
の
経
歴
か
ら

E
Sは
王
室
翻
訳
家
、
出
版
者
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
資
料
に
よ
る
と
、

E
Sが
翻
訳
、
出
版
し
た
書
物

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①

ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
著
、
国
王
の
贈
物
、
一
六
〇
六
年
。

②

ス
レ
イ
ダ
ヌ
ス
著
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
・
ペ
ル
シ
ャ
・
ギ
リ
シ
ャ

及
び
ロ
ー
マ
諸
帝
国
の
短
い
が
有
用
な
歴
史
、
一
六
一
〇
年
。

③

ガ
ド
著
、
百
年
前
に
ラ
テ
ン
語
で
用
意
さ
れ
た
真
実
の
演

説
・
信
頼
で
き
る
警
告
、
一
六
一
一
年
。

④

ノ
ル
ト
ゥ
シ
ア
ー
ヌ
ス
著
、
キ
リ
ス
ト
教
及
び
人
生
の
慰
め

の
書
、
一
六
一
一
年
。

⑤

（
論
文
集
）・
我
々
と
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
と
の
間
の
四
つ
の
論
争

書
に
関
す
る
基
本
的
防
御
、
一
六
一
二
年
。

⑥

ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ラ
ト
ゥ
ケ
著
、
教
育
方
法
論
に
関
す
る

報
告
、
一
六
一
四
年
。

⑦

A・
ゲ
バ
ラ
著
、
廷
臣
（H

of‐
folc

k

）
の
教
育
、
一
六
一

六
年
。

⑧

パ
キ
ア
ー
ヌ
ス
著
、
政
治
論
集
、
一
六
一
六
年
。

⑨

G・
ヴ
ァ
ル
ト
著
、
裁
判
の
無
秩
序
│
│
附
裁
判
官
規
則
、

一
六
一
六
年
。

⑩

妊
婦
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
及
び
神
の
祈
り
、
一
六
一
七
年
。

⑪

ケ
ゲ
リ
ウ
ス
著
、
十
二
の
魂
の
観
察
、
一
六
一
七
年
。

⑫

コ
グ
ナ
ト
ゥ
ス
著
、
使
用
人
の
義
務
、
一
六
一
七
年
。

⑬

フ
ッ
テ
ル
ス
著
、
神
学
教
科
書
、
一
六
一
八
年
。

⑭

神
は
何
故
祖
国
、
都
市
及
び
人
民
を
絶
え
ず
苦
し
ま
せ
る
の

か
、
一
六
一
八
年
。

⑮

マ
グ
ヌ
ス
著
、
ス
ヴ
ェ
ア
及
び
ヨ
ー
タ
の
年
代
記
、
一
六
二

〇
年
。

⑯

ネ
ア
ン
デ
ル
著
、
人
の
鑑
、
一
六
二
二
年
。

⑰

サ
ク
セ
著
、
キ
リ
ス
ト
教
少
年
少
女
の
貞
淑
、
一
六
二
二
年
。

⑱

コ
ミ
ネ
ス
著
、
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
一
世
と
ブ
ル
グ
ン
ド
の

カ
ー
ル
大
公
の
間
の
重
要
な
記
録
に
関
す
る
基
本
的
な
記
述
、

一
六
二
四
年
。

⑲

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
著
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史
、
一
六
二
六
年
。

⑳

ウ
セ
リ
ン
ク
ス
著
、
商
業
契
約
に
関
す
る
詳
論
、
一
六
二
六

年
。メ

ン
ツ
ェ
ル
著
、
わ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
四
つ
の
神
の
教
え
、

一
六
二
六
年
。

ク
リ
ュ
ー
ゲ
ル
著
、
魂
の
祈
り
、
一
六
二
六
年
。

ミ
ュ
ラ
ー
著
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ヨ
ー
ハ
ン
三
世
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
の
ス
テ
フ
ァ
ニ
・
バ
ト
ー
リ
王
及
び
モ
ス
ク
ワ
の
イ
ワ
ン

雷
帝
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
治
世
の
考
慮
す
べ
き
事
項
、

一
六
二
九
年
。
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ゲ
バ
ラ
著
、
宮
廷
生
活
に
関
す
る
高
貴
で
輝
か
し
い
論
文
、

一
六
二
九
年
。

ロ
ペ
ル
ス
著
、
ラ
ニ
エ
ナ
・
パ
ス
バ
ル
セ
ン
シ
ス
、
一
六
二

九
年
。

カ
ス
マ
ン
著
、
死
に
対
抗
す
る
魂
の
武
器
倉
、
一
六
三
四
年
。

オ
シ
ア
ン
デ
ル
著
、
キ
リ
ス
ト
教
会
史
、
一
六
三
五
年
。

ド
ン
レ
ト
ゥ
ル
著
、
ロ
ー
マ
教
会
の
恐
ろ
し
い
迫
害
と
宗
教

改
革
、
一
六
三
七
年
。

二
つ
の
有
用
な
小
論
、
一
六
三
八
年
。

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
ス
著
、H

ortulu
s

m
ulie

bris

q
u
a
drip

artitu
s

、
一
六
三
八
年
。

パ
ピ
ス
ト
に
対
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
の
布
告
、
年
記
載

な
し
。

十
字
学
校
、
十
字
架
に
つ
い
て
、
一
六
三
七
年
。

コ
メ
ニ
ウ
ス
著
、
母
親
に
つ
い
て
、
一
六
四
二
年
。

モ
レ
ル
ス
著
、
福
音
主
義
の
実
際
、
一
六
四
三
年
。

ベ
イ
リ
ィ
著
、
敬
虔
主
義
の
実
際
、
一
六
四
三
年
。

オ
ロ
フ
ソ
ン
著
、
歴
史
的
関
係
│
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
二
世
に
つ

い
て
、
一
六
四
四
年
。

ア
レ
ン
ツ
著
、
天
国
楽
園
、
一
六
四
六
年
。

フ
ニ
ウ
ス
著
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
抜
粋
、
一
六
四
七
年
。

カ
リ
オ
著
、
カ
リ
オ
の
年
代
記
、
一
六
四
九
年
。

ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ド
著
、
自
然
の
魔
術
、
一
六
五
〇
年
。

モ
ル
ネ
イ
著
、
人
間
の
生
涯
と
隠
退
、
一
六
三
九
年
。

以
上
四
一
の
書
籍
が
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
ラ
テ
ン
語
等
か
ら
翻
訳

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を

E
Sが
翻
訳
、
出
版
を
行
う
際

弟

J
Sの
指
導
的
な
援
助
を
受
け
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る

）
。

こ
の
伝
記
事
項
の
著
者

）
は
、
こ
れ
ら
の
翻
訳
書
の
概
要
を
記
し
て

い
る
が

）
、
そ
れ
を
元
に
標
題
を
参
照
し
て
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
み

る
と
下
記
の
よ
う
な
分
類
が
で
き
る
。

（

A）

君
主
と
臣
民
の
関
係
に
か
か
る
教
育
的
著
作

ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
の
著
書
（
①
）、
ゲ
バ
ラ
の
著
書
（
⑦
及
び

）、

パ
キ
ア
ー
ヌ
ス
の
著
書
（
⑧
）
及
び
コ
ミ
ネ
ス
の
著
書
（
⑱
）。
こ

の
中
の
⑧
は
王
権
神
授
説
と
国
法
と
の
関
係
を
⑱
は
権
力
の
分
立
を

扱
っ
て
い
る
と
い
う
。

（

B）

歴
史
・
政
治
に
関
す
る
も
の

ス
レ
イ
ダ
ヌ
ス
の
著
書
（
②
）、
ガ
ド
の
著
書
（
③
）、
ヴ
ァ
ル
ト

の
著
書
（
⑨
）、
マ
グ
ヌ
ス
の
著
書
（
⑮
）、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
著
書

（
⑲
）、
ミ
ュ
ラ
ー
の
著
書
（

）、
ロ
ペ
ル
ス
の
著
書
（

）、
オ
ロ

フ
ソ
ン
の
著
書
（

）
及
び
カ
リ
オ
の
著
書
（

）。
こ
の
中
ロ
ペ

ル
ス
の
著
書
は
パ
セ
ウ
ァ
ル
ク
（Pase

w
alk

）
に
お
け
る
圧
政
と

破
壊

）を
扱
っ
て
い
る
と
い
う
。
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（

C）

宗
教
書

ノ
ル
ト
ゥ
シ
ア
ー
ヌ
ス
の
著
書
（
④
）、
⑤
の
宗
教
論
争
に
か
か

る
論
文
集
（
⑤
）、
妊
婦
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
及
び
神
の
祈
り

（
⑩
）、
ケ
ゲ
リ
ウ
ス
の
著
書
（
⑪
）、
フ
ッ
テ
ル
ス
の
著
書
（
⑬
）、

神
は
何
故
祖
国
、
都
市
及
び
人
民
を
絶
え
ず
苦
し
ま
せ
る
の
か

（
⑭
）、
メ
ン
ツ
ェ
ル
の
著
書
（

）、
ク
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
著
書
（

）、

カ
ス
マ
ン
の
著
書
（

）、
オ
シ
ア
ン
デ
ル
の
著
書
（

）、
ド
ン
レ

ト
ゥ
ル
の
著
書
（

）、
パ
ピ
ス
ト
に
対
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
布

告
（

）、
十
字
架
に
つ
い
て
（

）、
モ
レ
ル
ス
の
著
書
（

）、

ベ
イ
リ
ィ
の
著
書
（

）、
ア
レ
ン
ツ
の
著
書
（

）
及
び
フ
ニ
ウ

ス
の
著
書
（

）。

（

D）

教
育
書
及
び
一
般
に
有
用
な
小
著
書

ラ
ト
ゥ
ケ
の
著
書
（
⑥
）、
ケ
ゲ
リ
ウ
ス
の
著
書
（
⑪
）、
コ
グ
ナ

ト
ゥ
ス
の
著
書
（
⑫
）、
ネ
ア
ン
デ
ル
の
著
書
（
⑯
）、
サ
ク
セ
の
著

書
（
⑰
）、
ウ
セ
リ
ン
ク
ス
の
著
書
（
⑳
）、
二
つ
の
有
用
な
小
論

（

）、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
著
書
（

）、
コ
メ
ニ
ウ
ス
の
著

書
（

）、
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ド
の
著
書
（

）
及
び
モ
ル
ネ
イ
の
著

書
（

）。

以
上
の
よ
う
に
、
各
書
物
の
内
容
は
、
標
題
か
ら
み
て
宗
教
書
、

教
育
書
、
歴
史
書
が
主
た
る
も
の
で
、
法
律
書
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、

ド
イ
ツ
語
か
ら
翻
訳
さ
れ
た

裁
判
の
無
秩
序

（
⑨
））

の
み
で
あ

る
。
こ
の
書
物
も
後
に
見
る
よ
う
に
裁
判
所
に
悪
魔
が
入
り
込
ん
で

い
る
と
い
う
内
容
で
、
宗
教
書
に
近
い
雰
囲
気
の
も
の
で
あ
る
。
裁

判
官
規
則
は

裁
判
の
無
秩
序

の
付
録
と
し
て
そ
の
末
尾
に
添
付

さ
れ
て
い
た
。
規
則
の
内
容
は
、
一
七
三
四
年
の
王
国
法
典

）
に
採
録

さ
れ
、
現
在
ま
で
ほ
ぼ
継
続
し
て
同
法
典
の
一
部
と
し
て
印
刷
さ
れ

て
い
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
表
現
が
現
代
的
に
な
っ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
こ
か
ら

E
Sが
採
録
し
た
か
は
、
筆
者
の

許
に
は
何
の
情
報
も
な
い
。

こ
の
規
則
か
ら
出
発
し
て
、
裁
判
官
規
則
の
ペ
ト
リ
に
よ
る
原
典

を
探
索
し
た
の
が
ア
ル
ム
ク
ィ
ス
ト
の
一
連
の
研
究

）
で
あ
り
、
そ
れ

を
当
時
の
訴
訟
の
状
況
に
関
係
付
け
て
調
査
し
た
の
が
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
研
究

）
で
あ
る
。
ペ
ト
リ
の
裁
判
官
規
則
の
独
訳
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト

の
研
究
書
の
中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

）
。

二

ヨ
ー
ハ
ン
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス

二
人
目
の
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス
は

E
Sの
弟
で
あ
る
。
そ
の
氏
名
は

シ
ュ
ッ
テ
（Jo

h
a
n
S
k
ytte

）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
名
前
は
貴
族
に
列
せ
ら
れ
て
か
ら
の
名
前
で
あ
り
、
そ
れ
以
前

は
ヨ
ー
ハ
ン
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス

）
と
称
し
て
い
た
。
父
母
は

E
Sと

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
父
は
カ
ー
ル
九
世
で
あ
る
と
の
噂
が
あ
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る
と
い
う

）
。
兄
と
の
関
係
で
、
弟
に
つ
い
て
も
簡
単
に
紹
介
し
て
お

き
た
い
。

J
Sは
、
一
五
七
七
年
に
生
ま
れ
、
一
六
四
五
年
に
死
去
し
て
い

る
。

J
Sは
生
地
ニ
ュ
ー
チ
ェ
ピ
ン
で
最
初
の
教
育
を
受
け
、
次
い

で
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に
ヨ
ー
ハ
ン
三
世
の
設
立
し
た
大
学
で
学
ん
だ
。

当
時
の
著
名
人
の
多
く
は
こ
の
大
学
で
学
ん
で
い
た
。
こ
の
後
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
大
学
に
学
び

）
、
三
年
後
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ

イ
ン
に
移
っ
た
。
こ
こ
で
、

J
Sは
当
時
パ
リ
大
学
で
行
わ
れ
て
い

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
批
判
者
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ラ
・
ラ
メ

）
の
哲
学

（
ラ
ミ
ス
ム
）
に
つ
い
て
知
識
を
得
た
。
ラ
テ
ン
語
、
数
学
に
優
れ
、

世
界
情
勢
に
つ
い
て
広
範
な
知
識
を
も
ち
、
弁
論
の
能
力
に
も
優
れ

て
い
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
帰
国
し
た
後
、
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ
の
教
師

と
な
り
、
王
室
の
子
弟
は

J
Sと
そ
の
監
督
下
に
あ
っ
た
者
の
指
導

を
受
け
た
と
さ
れ
る

）
。
一
六
〇
五
年
に
貴
族
に
列
せ
ら
れ
、
シ
ュ
ッ

テ
（Sk

ytte

）
と
改
名
し
た

）
。
こ
の
時
か
ら
終
生
シ
ュ
ス
ト
及
び

ト
ゥ
ナ
レ
ン
ス
の
農
村
裁
判
所
（ha

¨
ra
dsra
¨
tt

）
の
所
長
を
務
め
て

い
る

）
。
そ
の
他
、
政
府
の
閣
僚
（Se

k
reterare

i
R
ik
s‐

C
a
n
cel‑

liet

）
な
ど
要
職
に
つ
き
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
な
ど
各
国
に
派
遣
さ
れ
る
な
ど
欧
州
に
お
け
る
外
交
の
舞
台
で

も
活
躍
し
て
い
る

）
。
国
の
財
政
も
任
さ
れ
て
い
る

）
。
政
治
家
と
し
て

は
、
シ
ュ
ッ
テ
党
と
い
う
党
派
を
結
成
し
て
活
動
し
て
い
る

）
。

法
律
家
と
し
て
は
、
一
六
〇
八
年
にM

E
St
L

の
注
釈
書

）
を
書
き
、

法
律
学
者
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
に
し
、
一
六
三
四
年
に
は

新
設
の
ヨ
ー
タ
高
等
裁
判
所
の
長
官
に
就
任
し
て
い
る

）
。M

E
St
L

の
注
釈
書
は
ペ
ト
リ
の
裁
判
官
規
則
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
と

い
う

）
。
ま
た
、
ウ
プ
サ
ラ
及
び
ド
ル
プ
ト
両
大
学
の
学
長
を
務
め
、

自
費
で
教
授
を
増
員
す
る
な
ど
そ
の
発
展
に
尽
し
て
い
る

）
。
ラ
ミ
ス

ム
の
立
場
か
ら
ウ
プ
サ
ラ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
も
行
っ
て
い
る

）
。

更
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
ラ
ッ
プ
人
の
教
育
に
も
意
を
用
い

て
い
る

）
。

し
か
し
、
筆
者
の
参
照
し
得
た
シ
ュ
ッ
テ
の
伝
記
記
録
に
は
こ
の

兄
弟
の
関
係
に
関
す
る
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

三

裁
判
の
無
秩
序

規
則
は
、

裁
判
の
無
秩
序

の
付
録
と
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ド
イ
ツ
語
原
書
を
筆
者
は
目
に
し
て
い
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
の
コ
ピ
ー
を
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
の
ス
ベ

リ
教
授
の
ご
好
意
で
入
手
し
た
。
そ
れ

）
に
従
い
、
そ
の
内
容
を
紹
介

す
る
。

ホ
ル
ム
ベ
ッ
ク

）
に
よ
る
と
、
本
書
の
ド
イ
ツ
語
の
原
典
は
、
一
五
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八
八
年
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で

裁
判
所
の
無
秩

序
（G

eric
hts

u
n
ord

n
u
n
g

）

と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
初
版
は
、
一
五
八
〇
年
に
聖
ガ
レ
ン
に
お
い
て
ド
イ

ツ
人
の
法
律
家
で
医
師
で
も
あ
る
ア
ム
・
ヴ
ァ
ル
ド
（G

e
or
g
A
m

W
ald

）
が
公
に
し
た

裁
判
所
の
悪
魔
（G

eric
htste

uffel

）

で
あ
り
、
こ
の
中
で
悪
魔
が
裁
判
官
、
原
告
、
被
告
、
弁
護
士
、
検

察
官
、
証
人
等
を
通
し
て
、
裁
判
所
に
無
秩
序
と
破
壊
を
も
た
ら
し

て
い
る
こ
と
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
を
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル

ム
城
書
記
で
あ
っ
た

E
Sが
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
に
翻
訳
し
て
一
六
一

六
年
に
出
版
し
、
当
時
新
設
の
ス
ベ
ア
高
等
裁
判
所
に
献
呈
し
た
も

の
で
あ
る
。
原
書
に
は
、
本
文
の
他
に
付
録
と
し
て
ド
イ
ツ
の
訴
訟

手
続
き
の
概
要
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
読

者
に
は
興
味
の
な
い
も
の
と
し
て

E
Sは
翻
訳
を
せ
ず
、
そ
れ
に
対

応
す
る
も
の
と
し
て
、
当
時
一
般
的
にK

r
L
L

に
含
ま
れ
て
い
た

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
裁
判
官
規
則
が
付
録
と
し
て
付
加
さ
れ
た
。

書
物
は
、
四
部
構
成
で
、
目
次
は
つ
い
て
い
な
い
が
、

第
一
部

裁
判
官
に
つ
い
て

第
二
部

原
告
及
び
被
告
に
つ
い
て

第
三
部

法
律
家
、
弁
護
士
、
検
察
官
に
つ
い
て

第
四
部

証
人
に
つ
い
て

付

裁
判
官
規
則

と
な
っ
て
い
る

）
。
出
版
年
は
一
六
一
九
年
、
第
二
版
で
あ
る
。
印
刷

に
は
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
活
字
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、
非
常
に
読
み
に
く

い
。
ま
た
、
筆
者
の
中
世
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
能
力
か
ら
完
全
に
読
み

こ
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
理
解
し
得
た
範
囲
内
で
内
容
の
概

略
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
最
初
に
表
紙
の
標
題
の
下
に
主
題
が
次
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る

）
。

本
書
に
お
い
て
は
次
の
こ
と
が
扱
わ
れ
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

邪
悪
な
る
悪
魔
が
、
い
か
に
し
て
裁
判
官
、
原
告
及
び
被
告
、
弁

護
人
、
検
察
官
、
証
人
並
び
に
そ
の
他
の
同
様
な
訴
訟
関
係
人
を

通
し
て
、
く
ち
ば
し
を
突
っ
込
み
、
多
数
の
混
乱
、
無
秩
序
及
び

不
和
を
裁
判
所
の
中
に
生
じ
さ
せ
て
い
る
か
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、

キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
に
人
々
が
そ
の
召
命
及

び
職
務
と
す
べ
て
の
機
構
の
状
況
の
中
で
働
き
、
か
く
て
法
及
び

正
義
を
促
進
し
、
力
を
得
て
い
る
か
。
ひ
と
つ
の
警
告
と
し
て
。

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
城
の
書
記
、
エ
ー
リ
コ
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ロ
に
よ

り
新
た
に
翻
訳
さ
れ
た
。
末
尾
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
裁
判
官
規
則

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
法
律
集
の
中
に
書
か
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
第
一
部
は
裁
判
官
の
心
構
え
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、

前
文

）
で
要
約
次
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
二
五
の
項
目
を
掲
げ
て
い
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る
。

平
和
、
法
律
及
び
法
を
維
持
す
る
こ
と
が
裁
判
官
そ
の
他
の
役

人
の
職
責
で
あ
り
、
裁
判
官
が
そ
の
職
責
を
勤
勉
、
真
摯
か
つ
ま

じ
め
に
果
た
す
場
合
は
問
題
な
い
が
、
何
人
か
の
裁
判
官
が
そ
の

職
務
を
怠
け
た
り
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
行
動
を
取
っ
て
、
貧

者
を
苦
し
め
、
圧
迫
し
、
自
ら
の
行
っ
た
宣
誓
と
義
務
と
を
い
か

に
守
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
事
実
も
我
々
は
見
て
い
る
。
し
か
し
、

正
義
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
真
実
の
裁
判
官
も
存
在
せ
ず
、

王
国
、
農
村
及
び
都
市
の
統
治
は
必
然
的
に
荒
廃
し
、
劣
化
す
る
。

裁
判
官
は
善
良
な
人
々
を
守
り
、
反
逆
的
で
邪
悪
な
者
を
処
罰
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
裁
判
官
法
規
及
び
訴
訟
法
規
の
唯

一
の
目
的
で
あ
る
。
裁
判
に
当
た
っ
て
は
、
身
分
の
上
下
、
貧
富

の
差
と
無
関
係
に
、
ま
た
友
と
敵
の
区
別
も
な
し
に
、
判
決
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
贈
物
を
受
け
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
に
反
す

る
偽
り
と
不
正
な
裁
判
官
に
は
罰
が
下
り
、
天
国
と
永
遠
の
生
命

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

二
五
の
項
目
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

）
。

（
01
）

裁
判
官
は
主
な
る
神
を
畏
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
02
）

裁
判
官
は
学
殖
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
法
律
及
び
法
に

通
暁
し
、
経
験
を
つ
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
03
）

裁
判
官
は
、
多
く
の
事
柄
の
中
に
身
を
お
き
、
実
行
し
、

経
験
を
つ
ん
だ
、
知
識
と
理
解
力
の
あ
る
者
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

（
04
）

裁
判
官
は
、
神
の
言
葉
と
書
か
れ
た
法
（
成
文
法
）
に
従

っ
て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
自
ら
の
恣

意
に
よ
ら
ず
、
法
に
従
っ
て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
05
）

裁
判
官
は
、
不
安
定
で
弱
々
し
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
裁
判
官
は
、
法
と
規
則
の
み
を
執
行
し
、
ま
た
明
確

で
重
要
な
原
因
以
外
は
、
何
物
も
原
因
と
し
て
軽
は
ず
み
に

変
更
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
06
）

裁
判
官
は
、
臆
病
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
神
以
外
の
何

物
も
恐
れ
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
人
の

判
決
で
は
な
く
、
神
の
判
決
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。

（
07
）

裁
判
官
は
、
怒
り
か
ら
判
決
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
08
）

裁
判
官
は
、
憎
悪
や
羨
望
か
ら
判
決
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
09
）

裁
判
官
は
、
好
意
、
愛
情
、
友
情
か
ら
裁
判
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
10
）

裁
判
官
は
、
願
望
や
涙
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
弱
め
、
不
正

義
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
11
）

裁
判
官
は
、
賄
賂
や
贈
物
に
対
し
て
貪
欲
に
な
り
、
金
で

自
ら
に
叛
い
て
は
な
ら
な
い
。

（
12
）

裁
判
官
は
、
人
を
外
見
で
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
自
国
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人
に
も
外
国
人
に
も
、
ま
た
富
者
に
も
貧
者
に
も
同
様
に
法

を
公
平
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
13
）

裁
判
官
は
、
訴
訟
関
係
人
に
快
く
接
し
、
富
者
貧
者
の
区

別
な
く
、
そ
の
主
張
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
14
）

裁
判
官
は
、
当
事
者
双
方
を
同
じ
よ
う
に
聞
き
、
判
決
を

性
急
に
下
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
15
）

裁
判
官
は
、
事
件
を
精
査
し
、
熟
慮
し
た
上
で
判
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
16
）

裁
判
官
は
、
自
分
の
仕
事
を
怠
け
て
は
い
け
な
い
。
事
件

を
迅
速
に
処
理
し
、
余
計
な
費
用
負
担
を
当
事
者
に
強
い
て

は
な
ら
な
い
。

（
17
）

裁
判
官
は
、
ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
判
決
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
18
）

裁
判
官
は
、
刑
罰
を
受
け
な
い
よ
う
な
生
活
を
し
、
美
徳

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
分
が
で
き
な
い

こ
と
を
他
人
に
命
令
し
て
は
な
ら
な
い
。

人
民
と
国
土
と
を
支
配
す
る
権
力
と
暴
力
と
を
神
か
ら
与

え
ら
れ
た
君
主
は
、
自
分
の
大
臣
と
相
談
の
上
、
正
直
に
、

キ
リ
ス
ト
教
的
に
行
動
し
、
統
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
19
）

裁
判
官
は
、
頑
固
で
強
情
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
分

の
欠
点
を
知
り
、
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
20
）

裁
判
官
は
、
当
事
者
を
和
解
さ
せ
、
親
切
心
を
も
っ
て
熱

心
に
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
21
）

裁
判
官
は
、
法
律
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
と
相
談
し
、
そ

の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
22
）

裁
判
官
は
、
自
分
の
事
件
の
裁
判
官
に
な
っ
て
は
な
ら
な

い
。

（
23
）

裁
判
官
は
、
敬
虔
で
罪
の
な
い
者
を
守
り
、
強
欲
で
よ
こ

し
ま
な
者
を
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
、
無
罪
の
者

と
ひ
と
し
く
有
罪
の
者
を
処
罰
し
な
い
こ
と
を
許
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
無
実
の
者
が
刑
罰
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
で
あ
る

）
。

（
24
）

裁
判
官
は
、
正
し
い
時
に
刑
を
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
25
）

法
は
人
間
の
た
め
に
あ
る
。
人
間
が
法
の
た
め
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
裁
判
官
は
法
律
を
衡
平
・
平
等
に
従
い
解
釈
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
衡
平
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
大
の
法
は
最
大
の
不
法
で
あ
る

）
。

第
二
部
で
は
、
原
告
、
被
告
に
つ
い
て
下
記
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
）。

地
上
世
界
は
吾
と
汝
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
対
立
が
な
け
れ
ば

争
い
は
起
こ
ら
ず
、
世
界
は
常
に
平
和
で
あ
る
。
し
か
し
、
吾
と

汝
の
存
在
す
る
限
り
争
い
は
不
可
避
で
あ
る
。
悪
に
よ
っ
て
人
は
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自
分
の
名
誉
や
評
判
を
傷
つ
け
ら
れ
て
怒
り
、
こ
こ
か
ら
、
一
方

が
他
方
に
法
を
要
求
す
る
事
態
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト

者
に
と
っ
て
は
争
い
そ
の
も
の
が
過
誤
で
あ
る
。

こ
れ
を
前
提
に
、
下
記
の
五
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
01
）

原
告
も
被
告
も
真
に
よ
い
事
案
（
請
求
）
を
も
つ
こ
と
。

し
か
し
、
実
際
に
は
逆
の
こ
と
が
あ
る
。
法
に
も
理
由
（
衡

平
）
に
も
反
し
て
他
人
を
訴
え
る
者
が
い
る
。
裁
判
官
、
弁

護
士
、
検
察
官
を
金
銭
そ
の
他
で
汚
す
者
が
い
る
。
原
告
が

偽
り
の
不
法
を
支
持
す
る
証
人
を
た
て
て
、
義
務
な
き
こ
と

を
被
告
に
実
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
詭
計
を
用
い
て
は
い

け
な
い
。

（
02
）

原
告
被
告
は
、
宣
誓
を
行
い
、
隠
し
事
を
せ
ず
、
何
事
も

報
告
す
る
こ
と
。

（
03
）

自
分
の
事
件
の
助
け
に
な
る
の
に
関
わ
る
こ
と
以
上
の
も

の
を
提
示
し
た
り
、
提
示
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
勝

つ
た
め
に
贈
物
や
補
助
金
が
頻
繁
に
当
事
者
か
ら
提
供
さ
れ

て
い
る
の
が
実
際
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
や
め
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

（
04
）

当
事
者
は
、
理
由
や
証
拠
に
つ
い
て
詭
計
や
詐
欺
行
為
を

行
わ
な
い
こ
と
を
宣
誓
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
書
記
官
を

通
し
て
屡
々
偽
の
道
具
が
作
成
さ
れ
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
同
様
な
こ
と
は
証
人
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
05
）

事
件
の
実
施
延
期
を
要
求
し
な
い
こ
と
を
宣
誓
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
事
件
が
長
く
係
属
す

る
よ
う
に
、
法
律
家
や
検
察
官
に
贈
物
を
す
る
こ
と
が
よ
く

行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
部
で
は
、
法
律
家
、
弁
護
士
、
検
察
官
に
つ
い
て
左
記
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

法
律
家
は
悪
し
き
キ
リ
ス
ト
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

誤
り
で
、
正
し
く
は
法
律
家
は
良
き
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
正
義
を

認
め
、
そ
れ
に
反
す
る
行
い
を
し
な
い
の
が
法
律
家
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
悪
し
き
法
律
家
で
は
な
く
、
ま
た
悪
し

き
法
律
家
と
よ
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
こ
れ
と
は

異
な
っ
た
行
い
を
す
る
者
は
、
法
律
家
で
は
な
く
、
偽
法
律
家
で

あ
り
、
ご
ろ
つ
き
、
詐
欺
師
、
悪
し
き
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。

こ
れ
が
前
提
で
、
以
下
悪
し
き
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
偽
法
律
家
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
01
）

口
舌
の
み
発
達
し
て
い
て
、
華
や
か
な
言
葉
を
用
い
て
知

識
を
悪
用
し
、
善
を
悪
に
悪
を
善
に
い
い
か
え
る
。
能
力
の

水
準
が
低
い
ほ
ど
、
尊
大
な
態
度
を
取
る
。

（
02
）

金
銭
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
決
す
る
者
が
い
る
。
お
金
の
音

法学研究 83 巻 4 号（2010 : 4）

120



が
す
れ
ば
雄
弁
家
キ
ケ
ロ
も
沈
黙
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
03
）

人
々
の
間
に
亀
裂
と
不
和
を
も
た
ら
す
偽
法
律
家
、
和
解

し
よ
う
と
し
て
い
る
当
事
者
を
燃
え
立
た
せ
る
。

（
04
）

た
い
し
た
原
因
も
理
由
も
な
し
に
訴
訟
を
遅
延
さ
せ
た
り
、

変
更
し
た
り
す
る
法
律
家
が
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
訴
訟
費
用

は
高
騰
し
、
法
律
家
は
多
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
全
世
界
を
え
た
と
し
て
も
そ
れ
が
何
だ
ろ
う
か
。
彼

は
法
を
処
理
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
彼
の
心
は
危
険
に
曝
さ

れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
悪
魔
と
取
引
し
な
い
よ
う
に
宣
誓
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
05
）

悪
し
き
法
律
家
は
、
人
が
不
正
な
訴
訟
を
し
て
い
る
の
を

知
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
彼
は
、
そ
の
訴
訟
を
勝
ち
取
ろ
う

と
す
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
悪
を
善
に
、
善
を
悪
に
ひ
っ
く
り

返
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
敵
方
に
立
つ
こ
と

も
あ
る
。
そ
う
し
て
正
義
に
反
す
る
こ
と
を
行
う
。
勝
つ
た

め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
の
で
あ
る
。

（
06
）

法
律
家
は
、
単
語
や
文
書
な
ど
意
味
不
明
あ
る
い
は
二
義

的
で
、
翻
訳
の
必
要
な
も
の
を
勝
手
に
つ
く
り
、
新
た
な
議

論
を
引
っ
張
り
出
す
。
そ
し
て
、
主
要
な
争
点
を
脇
に
ど
か

し
て
し
ま
う
。
単
な
る
単
語
の
羅
列
を
用
い
て
、
裁
判
官
に

判
決
の
し
よ
う
が
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
偽
の
技
術
、
実
務
、
詭
計
及
び
詐
欺
を
使
っ

て
、
毎
日
仕
事
に
励
み
、
相
手
方
（
被
告
）
や
裁
判
官
だ
け

で
な
く
、
自
分
の
顧
客
さ
え
も
苦
し
め
困
惑
さ
せ
て
い
る
。

そ
れ
故
、
こ
う
し
た
悪
し
き
法
律
家
を
追
放
し
て
、
裁
判
所

を
不
和
と
不
一
致
か
ら
秩
序
の
あ
る
楽
し
い
場
に
変
え
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

第
四
部
で
は
証
人
に
つ
い
て
、
偽
り
の
証
人
が
数
多
く
い
る
と
い

う
実
際
を
悪
魔
の
仕
業
と
し
、
下
記
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る

）
。

（
01
）

偽
り
の
証
人
を
神
と
そ
の
命
令
に
反
す
る
も
の
と
し
、
裁

判
官
は
綿
密
な
調
査
に
よ
り
、
偽
り
の
証
言
を
見
分
け
る
必

要
が
あ
る
と
す
る
。

（
02
）

偽
り
の
証
人
と
証
明
か
ら
離
れ
、
証
人
は
真
実
を
語
る
こ

と
を
避
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
03
）

裁
判
官
を
偽
り
の
証
言
で
偽
り
の
不
正
な
判
決
に
導
い
て

は
な
ら
な
い
。

（
04
）

偽
り
の
証
言
に
よ
っ
て
損
害
と
苦
痛
を
受
け
る
者
に
対
抗

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
り
名
誉
、
財
産
及
び
生
命
を

失
っ
た
者
は
多
い
。

以
上
、
紹
介
が
か
な
り
長
く
な
っ
た
が
、
叙
述
に
は
随
所
に
外
典

を
含
む
旧
約
及
び
新
約
の
聖
書
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
古
典
（
プ

ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
キ
ケ
ロ
な
ど
）、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
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ヌ
ス
な
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
並
び
に
ロ
ー
マ
法
な
ど
か
ら
大
量
の

引
用
が
行
わ
れ
て
い
る

）
。

四

裁
判
所
の
無
秩
序
の
著
者
に
つ
い
て

本
書
の
ド
イ
ツ
語
原
書
の
著
者
に
つ
い
て
は
情
報
が
乏
し
い
。
訳

本
の
表
紙
に
は
著
者
名
がG

e
or
gij

a
m

W
aldt/

J
u
ris

Licetiati,
P
hil.

&
M
e
d.

utriu
sq;

D
octoris

と
記
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
の
参
照
し
得
た
記
録
に
よ
る
と
、
ヴ
ァ
ル
ド
は
一
六
世
紀
に

活
動
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
生
没
年
は
不
明
。
法
学
と
医
学
を

修
め
、
一
種
の
万
能
薬
を
開
発
し
て
成
功
を
収
め
た
と
記
さ
れ
て
い

る
）。

五

裁
判
の
無
秩
序
と
裁
判
官
規
則
と
の
関
わ
り

訳
者
シ
ュ
ロ
デ
ー
ロ
は
、
以
上
紹
介
し
た
ヴ
ァ
ル
ド
の
著
書
に
重

要
性
を
感
じ
て
翻
訳
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し

て
当
時
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
法
律
状
況
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
宗
教
改
革
を
は
さ
ん
で
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
法
か
ら
の
脱
却
が
行
わ
れ
、
欧
州
と
の
文
化
的
連
絡
の
断
絶
が
あ

っ
た
。
カ
ノ
ン
法
に
代
わ
っ
た
の
は
聖
書
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
）。

つ
ま
り
、
聖
書
そ
の
も
の
が
法
律
に
な
っ
た
の
で
あ
る

）
。

当
時
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
、
帝
国
最
高
裁
判
所
（R

eic
h
s‑

k
a
m
m
er
g
eric

ht

）
の
成
立
に
よ
っ
て
、
裁
判
機
構
が
中
央
集
権

化
さ
れ
、
帝
国
内
の
政
治
的
分
裂
に
も
拘
わ
ら
ず
、
帝
国
内
の
紛
争

は
武
力
で
な
く
法
律
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
た
。
別
の
表
現
を
用

い
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
司
法
国
家
（Ju

stiz‐
sta

at

）
が
成
立
し
、
こ

れ
が
欧
州
他
国
の
模
範
と
な
っ
て
い
た

）
。
か
く
て
、
大
学
の
法
学
部

と
裁
判
所
の
専
門
家
と
が
ド
イ
ツ
・
ロ
ー
マ
法
と
い
う
べ
き
も
の
を

形
成
し
た
。
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典
の
成
立
も
こ
の
頃
の
出
来
事
で
あ
る

）
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
カ
ー
ル
五
世
の
宮
廷
か
ら
ピ
ヒ
ィ
（K

o
n‑

ra
d
v
o
n
P
y
h
y

）
を
大
法
官
と
し
て
招
き
、
法
制
度
の
整
備
を
図

り
、
こ
の
影
響
下
に
グ
ス
タ
フ
・
ヴ
ァ
サ
の
政
権
は
最
高
裁
判
所
と

最
高
行
政
府
と
を
兼
ね
るR

e
g
e
m
e
ntsra

d

（
統
治
府
と
訳
す
べ

き
か
）
を
創
設
し
た

）
。

ペ
ト
リ
が
裁
判
官
規
則
を
ま
と
め
た
の
も
丁
度
こ
の
頃
に
当
た
っ

て
い
る
。
裁
判
官
規
則
と
同
様
の
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ロ
カ
ー
ド

（Brocard

）
と
し
て
デ
ン
マ
ー
ク
で
も
同
じ
頃
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
ブ
ロ
カ
ー
ド
と
は
、
主
と
し
て
ロ
ー
マ
法
か
ら
の
法
原
則
の

抜
粋
で
入
門
書
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る

）
。

以
上
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
二
人
の
法
制
史
学
者
の
著
書
か
ら
抜

書
き
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
生
じ
た
の
が
十
六
・
十
七
世

法学研究 83 巻 4 号（2010 : 4）

122



紀
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
年

表
に
し
て
み
る
と
左
記
の
よ
う
に
な
る

）
。

一
四
九
五

帝
国
最
高
裁
判
所
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
の
創
設
。
司
法

国
家
の
誕
生
。

一
五
一
七

ル
タ
ー
の
宗
教
改
革

一
五
二
三
│
一
五
六
〇

国
王
・
グ
ス
タ
フ
・
ヴ
ァ
サ
（G

u
sta

v
I.

V
asa

）
こ
の
頃
（
一
五
二
〇
年
代
）
ベ
ト
リ
著
、M

E
St
L

注
釈
。

一
五
二
七

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
宗
教
改
革
。
国
王
が
教
会
の
首
長
と
な
る
。

一
五
三
二

カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典
制
定
。

一
五
三
四

ヘ
ン
リ
ー
八
世
が
英
国
教
会
の
首
長
と
な
る
（
英
国
宗
教

改
革
）。

一
五
三
八

ド
イ
ツ
を
模
範
と
し
て
統
治
府
創
設
。
こ
の
頃
裁
判
官
規

則
を
ペ
ト
リ
が
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
。

一
五
五
二

オ
ラ
ウ
ス
・
ペ
ト
リ
死
去
。

一
五
六
〇
│
一
五
六
八

国
王
・
エ
ー
リ
ッ
ク
十
四
世
（Erik

X
I
V

）

一
五
六
一

最
終
審
級
と
し
て
王
室
最
高
委
員
会
（K

o
n
u
n
g
e
n
s

h
o
¨

g
a
n
a
¨

m
n
d

）
創
設
（
エ
ー
リ
ッ
ク
十
四
世
の
在
位
中
）

一
五
六
八
│
一
五
九
二

国
王
・
ヨ
ー
ハ
ン
三
世
（Jo

h
a
n
III

）

一
五
七
五
頃

エ
リ
ク
ス
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス
出
生

一
五
七
七

ヨ
ー
ハ
ン
・
シ
ュ
ロ
デ
ー
ル
ス
（
シ
ュ
ッ
テ
）
出
生

一
五
八
八

裁
判
所
の
無
秩
序

原
書
（
第
二
版
）
の
出
版
。

一
五
九
二
│
一
五
九
九

国
王
・
シ
グ
ム
ン
ド
三
世
ヴ
ァ
サ
（Sig‑

m
u
n
d
III.

V
asa

）

一
五
九
九
│
一
六
一
一

国
王
・
カ
ー
ル
九
世
（K

arl
I
X

）

一
六
〇
二

M
E
St
L

及
びK

r
L
L

の
改
正
提
案
（R

ose
n
g
re

n
s
k

fo
¨
rsla

g

他
）。

一
六
〇
七

地
方
法
典
（U

p
pla

n
dsla

g
e
n

とÖ
stg

o
¨
tala

g
e
n

）

の
印
刷

一
六
〇
八

K
r
L
L

の
印
刷
。
シ
ュ
ッ
テ
に
よ
るM

E
St
L

の
注
釈
。

一
六
〇
九

地
方
法
典
（H

a
¨
lsin

g
ela

g
e
n

）
の
印
刷
。
こ
れ
ら
印
刷

さ
れ
た
法
律
に
は
国
王
の
布
告
文
が
付
さ
れ
、
モ
ー
ゼ
の
十
戒
が

付
録
と
し
て
付
さ
れ
た
。

一
六
一
一
│
一
六
三
二

国
王
・
グ
ス
タ
フ
二
世
ア
ド
ル
フ
（G

u
s‑

ta
v
II.

A
d
olf

）

一
六
一
四

ス
ベ
ア
高
裁
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
）
の
創
設
。

一
六
一
四

訴
訟
手
続
規
則
（R

a
¨
tte

g
a
n
g
sordin

a
ntia

）
制
定
。

一
六
一
五

訴
訟
手
続
規
則
（R

a
¨
tte

g
a
n
g
sprocess

）
制
定
。

一
六
一
六

裁
判
の
無
秩
序

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
訳
の
出
版
。

一
六
一
八

M
E
St
L

の
印
刷
。

一
六
二
三

オ
ー
ボ
ー
高
裁
創
設
。

一
六
三
〇

ド
ル
プ
ト
高
裁
創
設
。

一
六
三
二
│
一
六
五
四

ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
女
王
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一
六
三
四

ヨ
ー
タ
高
裁
創
設
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
近
代
的
な
司
法
制
度
、

法
律
学
の
創
生
期
に
当
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ド
イ
ツ
の
体
制

の
参
照
と
と
も
に
、
自
国
の
伝
統
の
確
認
が
行
わ
れ
た
。

E
Sが
自

己
の
翻
訳
に
裁
判
官
規
則
を
付
録
に
つ
け
た
と
い
う
事
実
と
こ
れ
と

が
関
連
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
裁
判
官
規
則
出
版
の
八
年

前
にM

E
St
L

の
注
釈
を
公
に
し
た
弟
の
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

裁
判
官
規
則
（
以
下
規
則
と
呼
ぶ
）
と
上
で
紹
介
し
た
ヴ
ァ
ル
ド

の
訳
書
（
以
下
訳
書
と
呼
ぶ
）
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
訳

書
で
は
訴
訟
関
係
人
の
状
況
に
力
点
を
お
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

規
則
は
訴
訟
関
係
人
よ
り
は
、
法
律
が
法
律
で
あ
る
要
件
、
訴
訟
に

お
け
る
宣
誓
、
証
拠
、
刑
の
目
的
、
拷
問
な
ど
実
務
上
の
問
題
に
力

点
を
置
い
て
い
る
。
裁
判
官
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
も
裁
判
官
倫
理
と

い
う
べ
き
も
の
を
取
上
げ
て
い
る
が
、
訳
書
は
聖
書
の
ほ
か
プ
ラ
ト

ン
及
び
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
名
を
挙
げ
て
、
裁
判
官
の
役
割
、

そ
の
職
務
の
必
要
性
及
び
裁
判
官
の
資
質
の
重
要
性
に
言
及
し
て
い

る
。
そ
し
て
、

平
和
、
法
律
及
び
法
、
並
び
に
よ
き
政
治
を
維
持

す
る

）

こ
と
が
裁
判
官
そ
の
他
の
役
人
の
役
割
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
し
て
い
る
。
裁
判
官
が
人
々
に
公
平
に
、
真
剣
に
、
贈
物
を
受
け

ず
に
自
己
の
仕
事
を
す
べ
き
こ
と
と
、
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
神

の
罰
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
繰
返
し
強
調
し
、
裁
判
官
に
人
を
超
え

る
資
質
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
規
則
は
、

表
現
が
簡
潔
で
、
裁
判
官
職
が
神
に
属
す
る
こ
と
と
、
裁
判
官
の
行

う
こ
と
は
、
神
の
行
う
こ
と
を
神
に
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
と
が
強
調

さ
れ
る
と
同
時
に
、
裁
判
官
に
も
誤
り
の
あ
り
得
る
こ
と
を
受
容
れ

て
お
り
、
裁
判
官
を
人
と
し
て
見
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る

）
。

訳
書
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
態
度
や
行
動
に
悪
魔
が
入
り
込
ん
で

い
る
と
い
う
視
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
規
則
は
、

裁
判
官
倫
理
及
び
法
の
在
り
方
や
訴
訟
事
件
の
処
理
原
則
に
重
き
を

置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
相
違
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
訳
書
は
、
裁
判
官
に
関
す
る
事

項
、
原
告
及
び
被
告
に
関
す
る
事
項
等
、
訴
訟
関
係
人
の
地
位
ご
と

に
記
述
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
規
則
に
は
こ
う
し
た
ま
と
ま
り

は
な
い
。
ア
ル
ム
ク
ィ
ス
ト
に
よ
る
と
、
規
則
の
内
容
は
、
漠
た
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
様
々
な
部
分
が
異
な
っ
た
角
度
か
ら
集
積

さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る

）
。
そ
の
構
成
は
下
記
の
よ
う
に
分
析

さ
れ
て
い
る

）。

前
文
及
び
第
一
か
ら
第
五
ま
で
は
ペ
ト
リ
の
説
教
、

第
六
か
ら
第
二
五
ま
で
は
短
い
法
諺
、

第
二
六
は
ペ
ト
リ
の
説
教
、

第
二
七
か
ら
第
三
四
ま
で
は
宣
誓
（E

d

）、
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第
三
五
及
び
第
三
六
は
証
拠
評
価
・
証
明
と
犯
罪
行
為
、

第
三
七
は
証
人
の
証
言
、

第
三
八
は
拷
問
、

第
三
九
は
上
訴
、

第
四
〇
か
ら
第
四
二
ま
で
は
短
い
法
諺
、
そ
し
て

第
四
三
は
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
ペ
ト
リ
の
詩
の
一
節
。

次
に
、
訳
書
は
主
張
の
典
拠
を
細
か
く
引
用
し
て
い
る
が
、
規
則

は
そ
う
し
た
引
用
を
一
切
行
っ
て
い
な
い

）
。
む
し
ろ
、
作
者
に
よ
っ

て
十
分
咀
嚼
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
特
に
、
規
則
第
一
か
ら
第
五
ま
で
は
ペ
ト
リ
の
説
教

と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
規
則
第

三
は
、

ま
た
同
様
に
、
裁
判
官
は
、
裁
判
官
の
職
務
が
一
般
の

人
々
の
最
善
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
最

善
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
故
に
、

裁
判
官
は
、
そ
の
職
務
を
一
般
の
人
々
の
利
益
の
た
め
に
用
い
、
自

ら
の
利
益
の
た
め
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
、
な
お
ま
た
、

そ
の
職
務
が
正
し
く
用
い
ら
れ
た
と
き
に
は
自
ら
の
利
益
に
も
な
る

こ
と
を
、
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
そ

の
職
務
に
よ
っ
て
一
般
の
最
善
を
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
自
ら
の

最
善
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
一
般

の
人
々
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
人
々
が
裁
判
官

の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
規
定
し
て
い

る
）が

、
こ
れ
は
ペ
ト
リ
が
国
王
グ
ス
タ
フ
・
ヴ
ァ
サ
の
戴
冠
式
の
際

に
ウ
プ
サ
ラ
大
聖
堂
で
行
っ
た
説
教
の
内
容
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
。
こ
の
意
味
で
規
則
は
極
め
て
個
性
的
で
イ
ン

パ
ク
ト
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

結

語

本
稿
で
は
、
裁
判
官
規
則
の
最
初
の
印
刷
に
関
わ
っ
た
シ
ュ
ロ
デ

ー
ル
ス
と
そ
の
弟
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
筆
者
の
手
許
の
資
料
に
よ

り
、
規
則
の
も
つ
意
味
に
迫
ろ
う
と
し
た
。

筆
者
の
意
図
が
十
分
に
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
法
制
度
の
特
徴
と
裁
判
官
規
則
と
は
深
い
関
係
に

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
日
本
の
研
究
者
の
目
に
も
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。

筆
者
が
第
一
稿
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
裁
判
官
規
則
の
問
題
領
域

は
非
常
に
広
く
、
ま
た
深
い
。
そ
れ
と
比
較
し
て
筆
者
の
能
力
は
余

り
に
も
不
充
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
覚
し
な
が
ら
、
引
続
き
筆
者
の

能
力
と
相
談
し
つ
つ
、
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
多
数
の
ご
指
摘

を
頂
け
れ
ば
あ
り
が
た
く
思
う
。
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（
1
）

法
学
研
究
七
一
巻
一
〇
号
、
九
五
頁
以
下
（
以
下
、
坂
田
、
平

成
一
〇
年
と
し
て
引
用
す
る
）。
及
び
同
七
四
巻
一
一
号
一
四
三
頁

以
下
（
以
下
、
坂
田
、
平
成
一
三
年
と
し
て
引
用
す
る
）。

（
2
）

坂
田
、
平
成
一
〇
年
、
一
〇
一
頁
注（
10
）参
照
。
な
お
、
同
九

七
頁
上
段
右
か
ら
三
行
目
末
尾
の

上
記
の

を
削
除
す
る
。

（
3
）A

l
m
q
uist,

Ja
n

E
ric:

D
o
m
arere

gler
fra

n
d
e
n

y
n
g
re

la
n
dsla

g
e
n
s
tid,

A
n
dra

u
p
pl.,

A
l
m
q
vist

&
W
ik
sells,

U
p
psala,

19
5
1

（
以
下A

l
m
q
uist1

9
51

と
し

て
引
用
す
る
。）

,
ss.
5
f.

（
4
）S

c
h
ro

d
er
u
s,

E
ric

u
s
B
e
n
e
dicti,

c.
1
57
5
‐
1
64
7.

シ

ュ
ミ
ッ
ト
及
び
ア
ル
ム
ク
ウ
ィ
ス
ト
は
、
そ
の
論
著
（Sc

h
m
idt,

G
er
h
ard:

D
ie

R
ic
hterre

g
eln

d
es

O
la
v
u
s
P
etri,

V
a
n‑

d
e
n
h
o
ec

k
&

R
u
prec

ht,
G
o
¨
ttin

g
e
n,
1
96
6

〈Sc
h
m
idt

19
66

と
し
て
引
用
す
る
。〉
及
びA
l
m
q
uist1

9
5
1

）
の
中
で
ヴ

ァ
ル
ド
の
著
書
の
翻
訳
者
と
し
て
こ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

（
5
）S

c
h
ro

d
er
u
s,

Jo
h
a
n

B
e
n
gtsso

n
(16

0
4

a
dla

d

S
k
ytte),

1
5
77
‐
1
6
45.

（
6
）b

or
g
m
a
¨
stare

こ
の
職
位
は
市
参
事
で
あ
る
と
同
時
の
そ
の

地
域
の
裁
判
官
で
あ
る
。H

asselb
er
g,

G
o
¨
sta:

K
o
m
p
e
n
di‑

u
m

i
sv

e
n
s
k

ra
¨
tts

historia,
J
u
ristfo

¨
rla

g
et,

Stoc
k‑

h
ol
m,
19
8
9,

s.
5
5.

該
当
部
分
を
翻
訳
す
る
と
、

都
市
に
は
、

中
世
に
発
達
し
た
、
市
政
を
統
括
す
る
参
事

‹
b
or
g
m
a
¨
stare›

及

び
判
事

‹
ra
d›

に
よ
る
特
別
な
地
方
統
治
組
織
が
な
お
生
き
て
い

た
。
（
原
文
は
、I

sta
¨

d
er
n
a
le
v
d
e
d
e
n
u
n
d
er

m
e
d
elti‑

d
e
n

utv
ec

kla
d
e

sa
¨
rs
kild

a
lo
k
alfo
¨
rv

altnin
g
e
n

vi‑
d
are

m
e
d

b
or
g
m
a
¨
strare

oc
h

ra
d
m
a
¨

n
so

m

sty
ra

n
d
e.)

M
E
St
L

のK
o
n
u
n
g
sb

alk
e
n

に
こ
れ
に
関
す

る
規
定
が
あ
る
。

(
H
ol
m
b
a
¨
c
k,

A
k
e
&

W
esse
´

n,
Elias,

M
a
g
n
u
s
E
rik

sso
n
s
Sta

dsla
g
i
n
u
sv

e
n
s
k
tolk

nin
g,

L
u
n
d,
1
96
6,

ss.
3
f.,
1
7
f.

cf.)

（
7
）

父
はB

e
n
gt

N
ilsso

n
S
k
ra
¨

d
d
are

、
母
はA

n
n
a
A
n‑

d
ersd

otter

。
な
お
、
資
料
と
し
て
はS

v
e
n
s
kt

bio
g
rafis

kt

le
xik

o
n,

N
ilze
´

n,
G
o
¨
ra

n
re
d.,

15
4,

Stoc
k
h
ol
m,

2
0
0
1,

ss.
6
1
2
‐
61
6.

（SB
L

と
略
す
）
を
使
用
す
る
。

（
8
）S

B
L.,

s.
6
1
2.

以
下
の
経
歴
も
こ
れ
に
よ
る
。

（
9
）S

B
L.,

ss.
6
14
‐
61
6.

こ
の
記
載
は
詳
細
を
極
め
る
が
、
本

稿
で
は
最
小
限
の
記
述
に
止
め
、
邦
訳
の
み
を
示
し
、
原
語
は
省
略

し
た
。
補
注
参
照
。

（
10
）S

B
L.,

s.
6
1
2.

（
11
）A

n
d
ers

B
u
riu

s

、
筆
者
に
は
不
明
。

（
12
）S

B
L.,

ss.
61
2‐
6
1
4.

（
13
）

筆
者
に
は
不
明
。

（
14
）G

a
m

W
aldt[

v
o
n

W
ald/

A
m
w
ald].

R
a
¨
tte

g
a
n
g
s

o
ord

nin
g,

h
v
ar
utin

n
a
n

fo
¨
r
h
a
n
dlas

oc
h

tilk
e
n
n
a

giffs,
h
u
r
u
th

e
n
le
d
h
e
S
ath

a
n
ig
e
n
o
m

d
o
m
m
are‑

n
ar,

k
a
¨
ra

n
d
e
oc

h
sv

ara
n
d
e,

a
d
v
ocater

n
e,

proces‑
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satorer
n
e,

vitn
e
n

oc
h

a
n
dre

slijk
e

ra
¨
tte

g
a
n
g
s

p
erso

n
er,

v
n
d
erstu

n
d
o
m

stic
htar

oc
h

asta
d
k
o
m‑

m
er

m
y
c
k
e
n
ore

d
a.
[
Sthl

m]
1
61
6.

4:
o.
(8).

8
8

s.
[
S

75
‐8
8:

N
a
g
re

al
m
e
n
n
elig

e
re

gler,
th

er
e
n
d
o
m
are

s
k
al

sig
h
ald

eles
effter

ra
¨
tta(

tills
k
r
O
la
u
s
P
etri,

h
a
¨
r
1.

g
g
n

tr).]
P
a

n
ytt

o
¨
ffu

erse
e
d

oc
h

p
u
bl

[
Sthl

m]
u
a[

fo
¨
ret

u
n
d
ert1

6
1
9].

D:
o
Sthl

m16
19.

9
2

s.[
S7
6‐
9
2.

N
a
g
re...]

(
S
B
L.,

s.
6
1
4.)

〈
同
右
翻
訳
〉

G・

a
m・
ヴ
ァ
ル
ド
［

v・
ヴ
ァ
ル
ド
／
ア
ム
ヴ
ァ
ル
ド
］
裁

判
の
無
秩
序
、
こ
の
中
で
は
、
ど
の
よ
う
に
悪
魔
が
裁
判
官
、
原
告
、

被
告
、
弁
護
士
、
検
察
官
、
証
人
及
び
そ
の
他
の
同
様
な
訴
訟
関
係

人
を
導
き
、
時
に
は
、
多
く
の
不
正
直
を
突
っ
つ
き
、
生
じ
さ
せ
て

い
る
か
が
取
扱
わ
れ
、
暴
か
れ
て
い
る
。［
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
］
一

六
一
六
年
。
フ
ォ
リ
オ
四
つ
折
（
八
）、
八
八
頁
。［
七
五
│
八
八
頁
、

裁
判
官
が
完
全
に
従
う
べ
き
若
干
の
一
般
的
規
則
（
オ
ラ
ウ
ス
・
ペ

ト
リ
に
帰
せ
ら
れ
る
。
本
書
で
初
め
て
印
刷
。）。］
新
た
に
見
な
お

し
て
出
版
［
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
］
同
年
［
一
六
一
九
年
刊
行
］。
同

名
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
、
一
六
一
九
年
、
九
二
頁
。［
七
六
│
九
二

頁
、
若
干
の
…
］。
以
下
、W

ald,
O
ord

nin
g1
6
19

と
し
て
引

用
す
る
。

（
15
）S

v
erig

es
R
ik

es
L
a
g

G
illa

d
oc

h
A
nta

g
e
n

p
a

R
ik
sd

a
g
e
n

A
h
r
1
7
3
4.

R
a
¨
tts

historis
kt

bibliote
k,

B
d.3
7,

N
ordis

k
a

b
o
k
h
a
n
d
eln,

Stoc
k
h
ol
m,

198
4,

IS
B
N:
9
1‐
8
5
1
90
‐2
7
‐
6

と
し
て
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
官

規
則
は
そ
の
三
八
三
～
三
九
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）A

l
m
q
uist1

9
5
1.

（
17
）S

c
h
m
idt1

9
6
6.

（
18
）S

c
h
m
idt1

9
6
6,

ss.
3
9‐
5
0.

筆
者
は
ペ
ト
リ
の
規
則
と
シ

ュ
ロ
デ
ー
ロ
の
付
録
の
規
則
と
を
前
稿
で
比
較
翻
訳
し
て
い
る
。
坂

田
、
平
成
一
〇
年
。

（
19
）Jo

h
a
n

B
e
n
gtsso

n
S
c
h
ro

d
er
u
s.

以

下

Bi‑
o
g
ra
p
his

kt
le
xico

n
o
¨
fv
er

n
a
m
n
k
u
n
nig

e
sv

e
n
s
k
a

m
a
¨

n,
B
d.
1
5,

U
psala,

18
48,

ss.
4
‐
14

（
以
下B

L

と
し
て

引
用
す
る
。）
に
よ
る
。In

g
er,

G
o
¨
ra

n:
S
v
e
n
s
k
ra
¨
tts

his‑
toria,

2:1
u
p
pl.,

Lib
er,

L
u
n
d,
1
9
83

（
以

下In
g
er

1
9
8
3

と
し
て
引
用
す
る
。）

,
s.
6
7.

M
o
d
e
´
er,

K
jell:

H
is‑

toris
k
a
ra
¨
tts

k
a
¨
llor,

N
ere

niu
s
&

S
a
nte
´
r
u
s,

A
n
dra

u
p
pl.,

19
97

(
M
o
d
e
´
er19

97

と
し
て
引
用
す
る
。）

,
ss.7

7
f.

（
20
）B

L,
s.
4.

（
21
）

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
在
学
は
一
五
九
九
年
よ
り
一
六
〇
〇
年
ま

で
の
二
年
間
で
あ
る
。A

l
m
q
uist,

Ja
n
E
ric:

S
v
e
n
s
k
ju‑

ridis
k

litteratu
r
historia,

N
orste

dt,
Stoc

k
h
ol
m,

1
9
4
6,

s.
2
0.

（A
l
m
q
uist1

94
6

と
し
て
引
用
す
る
。）
な
お
、

こ
の
資
料
に
は

E
Sに
関
す
る
記
述
は
な
い
。

（
22
）Pierre

d
e
la

R
a
m
e
´
e(15

15
?
‐
1
57
2.

ラ
テ
ン
語
で

スウェーデン裁判官規則について

127



P
etr

u
s
R
a
m
u
s

）。E
v
er
ythin

g
A
ristotle

h
as

said
is

w
ro

n
g(

false)"

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
っ
た
こ
と
は
す
べ
て

間
違
い
で
あ
る
。

と
い
う
言
葉
で
ス
コ
ラ
学
に
挑
戦
し
た
、
宗
教

改
革
と
も
関
わ
る
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
（http://

w
w
w.
a
n‑

s
w
ers.

co
m/
to
pic/

p
etr

u
s‐
ra

m
u
s

及
びhttp://

plato.
s‑

ta
nford.

e
d
u/
e
ntries/

ra
m
u
s/

に
よ
る
。）。
改
革
派
に
属
す

る
。
渡
邊
一
夫
、
渡
邊
一
夫
著
作
集
第
三
巻
、
ル
ネ
サ
ン
ス
雑
考

（
上
巻
）、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
五
年
、
六
〇
～
六
五
頁
参
照
。
こ
れ

に
関
し
、
友
人
井
村
順
一
教
授
の
ご
教
示
に
心
か
ら
謝
意
を
表
す
る
。

（
23
）B

L.,
s.
5.

（
24
）A

l
m
q
uist1

94
6,

s.
2
0

で
は
一
六
〇
四
年
と
な
っ
て
い
る
。

S
k
ytte

の
名
は
途
絶
え
て
い
た
母
方
親
族
の
名
を
引
継
い
だ
も
の

（B
L.,

s.
6.

）。

（
25
）H

a
¨
ra
d
h
o
¨

v
din

g
i

T
ju
st

oc
h

T
u
n
ala
¨

n
s

h
a
¨
ra
d

(
A
l
m
q
uist1

9
46,

s.
2
0.)

（
26
）B

L.,
ss.
6‐
8.

（
27
）B

L,
s.
7.

（
28
）S

k
yttea

n
s
k
a
lig

a
n

と
い
う
。B

L,
s.
8.

（
29
）K

o
m
m
e
ntar

till
sta

dsla
g
e
n,
1
6
0
8.

一
九
〇
五
年
に

E
・
ヴ
ォ
ル
フ
（E.

W
olff

）
に
よ
り
印
刷
さ
れ
る
ま
で
、
写
本

し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。A

l
m
q
uist1

94
6,

s.
2
0

に
よ
る
と
、

こ
の
著
書
は
、M

E
St
L

の
国
王
法
典
、
婚
姻
法
典
、
相
続
法
典
、

土
地
法
典
、
建
造
物
法
典
及
び
訴
訟
法
典
に
関
す
る
未
完
の
も
の
で
、

後
に
オ
ロ
フ
ソ
ン
（H

a
n
s
O
lofsso

n

）
の
手
で
完
成
さ
れ
た
。

し
か
し
、
彼
の
執
筆
部
分
は
一
六
〇
〇
年
代
を
通
し
て
重
視
さ
れ
、

版
を
重
ね
た
と
い
う
。
こ
の
書
物
で
ペ
ト
リ
の
裁
判
官
規
則
が
初
め

て
引
用
さ
れ
、
以
後
様
々
な
形
で
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
（A

l
m
q
uist1

9
5
1,

s.
10.

）。

（
30
）

ヨ
ー
タ
高
等
裁
判
所
長
官
就
任
（
一
六
三
四
年
）
の
記
事
は
、

J
S
が
ウ
プ
サ
ラ
大
学
の
再
建
に
力
を
尽
し
た
こ
と
と
と
も
に

B
L,

s.
1
1

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）In

g
er1

98
3,

s.
6
7.

（
32
）B

L,
s.
1
1.

（
33
）B

L,
s.
1
2.

（
34
）B

L,
s.
1
2.

（
35
）

書
名
は
裁
判
の
無
秩
序
（R

a
¨
tte

g
a
n
g
s
O
ord

nin
g

）。
表

紙
に
内
容
の
要
約
が
あ
る
。
注（
14
）参
照
。
以
下A

m
W
ald,

O
ord

nin
g1
6
19

と
し
て
引
用
す
る
。

（
36
）H

ol
m
b
a
¨
c
k,

A
k
e:

V
ara

d
o
m
arre

gler,
F
ests

k
rift

tilla
¨

g
n
a
d

A
x
el

H
a
¨

g
erstro

¨
m,

A
l
m
q
vist&

W
ik
sell,

U
p
psala

&
Stoc

k
h
ol
m,
1
92
8

（
以
下H

ol
m
b
a
¨
c
k1
92
8

と
し
て
引
用
す
る
。）

,
ss.
2
66

f.

（
37
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
情
報
に
よ
る
と
、
こ
の
書
物
の
内
容

は
、
ホ
ル
ム
ベ
ッ
ク
の
記
載
と
変
ら
な
い
が
、
記
述
は
無
味
乾
燥
で
、

表
面
的
な
も
の
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
注（
47
）参
照
。

（
38
）A

m
W
ald,

O
ord

nin
g1
61
9,

表
紙
。

法学研究 83 巻 4 号（2010 : 4）

128



（
39
）A

m
W
ald,

O
ord

nin
g16

1
9,

ss.
1
‐4.

（
40
）A

m
W
ald,

O
ord

nin
g16

1
9,

ss.
4
‐4
8.

（
41
）S

atiu
s
est

i
m
p
u
nitu

m
relin

q
ui

facin
u
s
n
oce

n‑
tis,

q
u
a
｀

m
in

n
oce

nte
m
d
a
m
n
ari.(

It
is

b
etter

to
p
er‑

m
it

th
e
cri

m
e
of

a
g
uilty

p
erso

n
to

g
o
u
n
p
u
nis

h
e
d

th
a
n
to

co
n
d
e
m
n
o
n
e
w
h
o
is

in
n
oce

nt.
D
ig
esta4

8.

19.
5

pr.)

が
ラ
テ
ン
語
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
英
文
はS
cott,

S.
P.,

T
h
e

Civil
L
a
w,

R
e
print

of1
9
3
2

e
d.,

A
M
S

P
ress,

1
97
3,

V
ol.1

1,
p.1
10.

に
よ
る
。

（
42
）

こ
こ
で
は
、
キ
ケ
ロ
のS

u
m
m
u
m
ju
s,

s
u
m
m
u
m
in‑

ju
ria.

(
T
h
e
hig

h
est

rig
ht

is
th

e
ut

m
ost

inju
r
y.)

の

他
、

学

説

彙

纂

よ

りIn
o
m
nib

u
s

q
uid

e
m,

m
a
xi

m
e

ta
m
e
n
in

ju
reæ

q
uitas

sp
ecta

n
d
a
est.(

In
all

affairs

in
d
ee

d,
b
ut

esp
ecially

in
th

ose
th

at
co

n
cer

n
th

e

a
d
m
inistratio

n
of

ju
stice,

e
q
uity

s
h
o
uld

b
e
re

g
ard‑

e
d.

D
ig
esta,

5
0.1

7.9
0.)

及

びIn
a
m
big

uis
ora‑

tio
nib

u
s
m
a
xi

m
e
se

nte
ntia

sp
ecta

n
d
a
eju

s
est,

q
ui

e
as

protulisset.
(
In

a
m
big

u
o
u
s

e
x
pressio

n
s,

th
e

o
pinio

n
(
or

m
ea

nin
g)

of
th

e
p
erso

n
w
h
o

m
a
d
e

th
e
m
is

c
hiefly

to
b
e
re

g
ard

e
d.

D
ig
esta50.17.9

6.)

が
そ
の
ま
ま
ラ
テ
ン
語
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
英
文
はBlac

k'
s

L
a
w

D
ictio

n
ar
y,
8
th

E
d.,

T
h
o
m
so

n,
W
est,

1
9
99

（
以
下B

L
D

と
略
す
）
に
よ
る
。

（
43
）A

m
W
ald,

O
ord

nin
g1
61
9,

ss.
4
8‐
62.

（
44
）A
m

W
ald,

O
ord

nin
g1
61
9,

ss.
6
2‐
73.

（
45
）A

m
W
ald,

O
ord

nin
g1
61
9,

ss.
7
3‐
77.

（
46
）

学
説
彙
纂
（Dig

esta

）
か
ら

48.
19.

5
pr.

の
一
部
、

5
0.

1
7.

9
0.

及
び50.

1
7.

9
6.

が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
を
右
記
の
よ

う
に
確
認
し
た
が
、
他
に
も
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

（
47
）http://

w
w
w.

m
o
d
eth

e
orie.

d
e,

O
sb

or
n,

M
a
x:

D
ie

T
e
ufelliteratu

r
d
es

X
V
I.
Ja

h
r
h
u
n
d
erts,

1
893,

1

(2
38),

‹
A
cta

G
er

m
a
nica.

O
r
g
a
n

fu
er

d
e
utsc

h
e

P
hilolo

gie,
h
g.

v
o
n

R
u
d
olf

H
e
n
nin

g
u
n
d

J
uliu

s

H
offor

y,
B
d.

III,
H
eft3,

B
erlin(

M
a
y
er&

M
uller)

1
8
9
3,

90
‐
3
3
1,

V
I
＋

2
36,

R
e
print:

H
ild

es
h
ei
m,

G
e
or
g
O
l
m
s,
19
65.›,

S
S.
15
4
‐
1
56.

に
よ
る
。
な
お
、
国

会
図
書
館
所
蔵
のD

e
utsc

h
er

Bio
g
ra
p
hisc

h
e
n
In

d
e
x,
3,

K
u
m
lierte

u
n
d
E
r
w
eiterte

A
u
s
g
a
b
e8,

T
a
n‐

Z,
K.

G.
S
a
u
r,

M
u
e
n
c
h
e
n,
20
0
4,

IS
B
N:
3
‐
59
8
‐3
41
76‐

8

（
請
求
記
号G

G12
‐

B7
1

）
及
び
同A

r
kiv

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

（
請
求
記
号Y

D5
‐
21
2

）Ⅰ
13
26,

2
5
3
‐
25
4.

を
参
照
。
ま
た
、

S
c
h
m
idt1

96
6,

S.
3
5

に

は
、A

llg
e
m
ein

e
D
e
utsc

h
e

Bio
g
ra
p
hie

I,
S.
4
18,

L
eip

zig,
1
8
7
5

の
参
照
が
指
示
さ
れ

て
い
る
。

更
に
、http://

w
w
w.

historic
u
m.

n
et/

th
e
m
e
n/

h
e
x
e
nforsc

h
u
n
g/
le
xik

o
n/
p
erso

n
e
n/
art/

W
ald
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G
e
or
g

a
m/

ht
m
l/
artik

el/5
74
9/

ca/2
d7

b
c14
44

e/

に
よ
る

と
、
生
年
は
一
五
四
〇
／
五
〇
年
の
間
、
没
年
は
一
六
〇
〇
年
頃
と

さ
れ
て
お
り
、
魔
法
に
よ
る
発
病
に
効
果
の
あ
る
万
能
薬
（terra

sigillata

）
の
発
明
者
と
さ
れ
、
そ
の
他
に
法
律
的
に
魔
女
の
テ

ー
マ
を
扱
っ
た
研
究
者
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
研
究
が
本
稿
で
紹
介

す
る

裁
判
所
の
無
秩
序

で
あ
る
。

（
48
）M

o
d
e
´
er19

9
7,

s.
6
8.

（
49
）In

g
er1

9
83,

s.
7
2.

（
50
）M

o
d
e
´
er19

9
7,

s.
6
8.

（
51
）M

o
d
e
´
er19

9
7,

s.7
2.

（
52
）M

o
d
e
´
er19

9
7,

ss.
69

f.,
In

g
er1

9
83,

s.
1
12.

（
53
）M

o
d
e
´
er19

9
7,

s.
7
7.

B
L
D,

p.
2
05.

（
54
）In

g
er1

98
3,

ss.
72

ff.,
ss.

1
1
2
ff.

及
び

M
o
d
e
´
er

19
97,

ss.
66

ff.

以
下
こ
れ
ら
に
よ
る
。

（
55
）

原
文
は
、Til

at
h
olla

F
rid

h/
L
a
g
h
oc

h
R
a
¨
tt

oc
h

e
e
n

g
o
d
h

P
olitia

w
id
h

m
ac

kt/
sa

a
¨
re

th
esse

a
¨

m
b
eter/

n
e
m
lig

e
n

L
a
g
m
a
n/..../

D
o
m
m
are/...,

A
m

W
ald,

O
ord

nin
g1
6
1
9,

s.
1.

（
56
）

裁
判
官
規
則
の
古
版
（
坂
田
、
平
成
一
三
年
、
一
四
五
頁
以
下
、

一
五
一
頁
）
参
照
。

（
57
）

規
則
前
文
は
、

し
か
し
、
裁
判
官
が
正
し
く
判
決
す
る
意
志

を
有
し
、
法
に
関
す
る
自
ら
の
最
大
の
知
識
に
従
っ
て
細
か
く
調
査

を
行
い
、
な
お
、
自
ら
の
無
知
識
の
た
め
に
法
を
発
見
で
き
ず
、
虚

偽
の
判
決
を
述
べ
た
場
合
に
は
、
そ
の
裁
判
官
は
、
冷
酷
さ
か
ら
で

は
な
く
、
過
失
に
よ
り
自
ら
の
意
志
に
反
し
て
虚
偽
の
判
決
に
到
達

し
た
と
い
う
弁
解
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
刑
罰
が
科
さ
れ

る
場
合
に
は
過
失
罰
金
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る

（
坂
田
、
平
成
一
〇
年
、
一
〇
二
頁
）。

（
58
）A

l
m
q
uist1

9
5
1,

s.
9.

（
59
）A

l
m
q
uist1

9
51,

ss.
9
‐
1
1.

な
お
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
規

則
の
内
容
に
つ
い
て
大
要
下
記
の
よ
う
に
記
し
て
い
る

（Sc
h
m
idt19

6
6,

S
S.
3
6
ff.

）。
規
則
は
、
法
律
学
の
専
門
教
育

で
は
な
く
ペ
ト
リ
の
実
務
体
験
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
特
徴
は
、

裁
判
官
職
と
訴
訟
手
続
の
基
礎
的
問
題
を
扱
う
真
摯
な
姿
勢
に
あ
る
。

ア
ル
ム
ク
ィ
ス
ト
の
い
う
よ
う
に
、
規
則
は
様
々
な
典
拠
か
ら
の
命

題
の
集
積
で
あ
り
、
特
に
、
前
文
よ
り
第
五
ま
で
の
部
分
と
訴
訟
法

規
定
と
は
明
か
に
典
拠
が
異
な
る
。
一
五
〇
〇
年
代
か
ら
一
六
〇
〇

年
代
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
刑
訴
と
民
訴
の
相
違
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
が
規
則
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
刑
事
事
件
に
関
す
る
規
定
が
多

い
が
、
用
語
にm

alsa
¨

g
a
n
d
e

（
被
害
者
）
が
な
く
、A

kla‑
g
are

n

（
検
察
官
）
が
あ
り
、sa

k
o
¨
re

（
罰
金
）
が
使
用
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、na

¨
m
n
d
e

（
参
審
員
）
な
ど
農
村
法
（la

n
dsla

g

）

に
か
か
る
事
項
よ
り
も
都
市
法
（sta

dsla
g

）
に
関
す
る
事
項
が

多
い
。

（
60
）

ホ
ル
ム
ベ
ッ
ク
（H

ol
m
b
a
¨
c
k1
92
8,

ss.
271

‐2
74.

）
は
、

規
則
の
各
条
項
の
典
拠
を
詳
細
に
調
査
し
、
ロ
ー
マ
法
、
教
会
法
、
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バ
ン
ベ
ル
ゲ
ン
シ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
命
題
、
証
拠
規
則
及
び
拷

問
に
関
す
る
規
定
を
規
則
が
含
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
、
特
に
、

人
々
の
最
善
に
最
大
の
価
値
を
置
く
ル
タ
ー
派
の
改
革
派
指
導
者
、

ペ
ト
リ
の
思
想
に
そ
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
。
ホ
ル
ム
ベ
ッ
ク
が

法
学
彙
纂
か
ら
の
引
用
と
し
て
い
る
規
則
の
規
定
は
、
第
一
四
、

D
ig
esta1.

3.
3
3.

、
第
一
八
、Dig

esta4
8.

19.
5

pr.

、
第

二
〇
、Dig

esta1.
3.

2
9.

、
第
二
五
、Dig

esta4
8.

1
9.

5
pr.

、
第
三
一
、Dig

esta4
8.

1
9.

5
pr.

、
第
四
〇
、Dig

esta

50.
1
7.

1
0.

及
び
第
四
二
、Dig

esta50.
1
7.

5
4
&
1
2
0.

で

あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
ヴ
ァ
ル
ド
の
引
用
す
る
法
学
彙
纂
の
規
定
と
重

な
り
合
う
も
の
が
あ
る
。
ホ
ル
ム
ベ
ッ
ク
は
、
こ
の
他In

stitu‑
tio

n

及
びC

o
d
e
x

か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
第
一
〇
は
キ
ケ
ロ
の
引
用
で
あ
る
。

（
61
）

坂
田

平
成
一
〇
年
、
一
〇
三
頁
。

（
62
）A

l
m
q
uist1

9
51,

s.
9,

H
ol
m
b
a
¨
c
k
1
9
2
8,

s.
2
7
7.

P
etri,

O
la
v
u
s:

S
a
m
la
d
e
s
k
rifter(

R
e
d.

a
v

H
essel‑

m
a
n,

B
e
n
gt),

V
ol.

I.,
1
9
14,

ss.
31
3‐
3
29,

sp
eciellt

ss.
3
1
6,

3
19

f.

（
ホ
ル
ム
ベ
ッ
ク
の
引
用
部
分
）。

（
補
注
）

は

と

の
間
に
入
る
。

スウェーデン裁判官規則について
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